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令和３年１２⽉４⽇  
 

新型コロナウイルス感染症対策運⽤ガイドライン 
 

 （公社）⽇本パワーリフティング協会 
会  ⻑   古 城 資 久  

  
新型コロナウイルスの感染に配慮し、⼤会開催における運⽤ガイドラインについては、令

和２年５⽉３０⽇に制定し、同年１２⽉１⽇に改訂し、施⾏されてきたとことであります。  
今般、スポーツ庁政策課より【「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処⽅針」の決定等
について】が⽰されたことから、⽇本パワーリフティング協会では、ガイドラインの全⾯的
⾒直しを⾏いました。主催者、主管協会は新しいガイドラインの遵守を⼼掛けて下さい。 

なお、このガイドラインは社会状況に応じ、適宜改正いたします。  
 
【国の指針について】 
１．⼤会開催における感染防⽌策感染拡⼤の防⽌の基本⽅針について 

感染拡⼤防⽌の基本は、個々⼈が「三つの密」の回避、⼈と⼈との距離の確保、マ ス
クの着⽤、⼿洗い等の⼿指衛⽣、換気等の基本的な感染対策を徹底することであり、 加
えて、感染状況に応じて、⼈流や⼈との接触機会を削減することが重要であります。 
緊急事態措置区域及び重点措置区域等においては、⼤会開催時の⼈数制限、県をまた

ぐ移動の⾃粛要請等の感染防⽌策を講じるとともに、第三者認証制度やワクチン・検査
パッケージ制度（以下単に「ワクチン・検査パッケージ制度」という。）等を活⽤し、
感染拡⼤を防⽌しながら、安全な⼤会運営を⾏うよう⼼掛けます。ただし、感染が急速
に拡⼤し、医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等においては、政府・都道府県等の
判断で、 ワクチン・検査パッケージ制度等を適⽤せず、強い⾏動制限を要請すること
とされているので、⼤会運営は政府・都道府県等の⾏政の指⽰に従うこととします。 

２．緊急事態措置区域及び重点措置区域における取組等     
  １）緊急事態措置区域の対応について 

緊急事態宣⾔が発令された特定都道府県における⼤会の開催については、地域の感
染状況等に応じて、⼈数管理、⼈数制限、誘導等の「⼊場者の整理等」 「⼊場者に
対するマスクの着⽤の周知」「感染防⽌措置を実施しない者の⼊場の禁⽌」「会話等
の⾶沫による感染の防⽌に効果のある措置（⾶沫を遮ることができる板等の設置⼜
は利⽤者の適切な距離の確保等）」等を⾏うこととします。なお、⼈が密集すること
等を防ぐため、「⼊場者の整理等」を⾏う場合は、⼤会主催者が⼊場整理等の実施状
況をホームページ等で広く周知するよう働きかけて下さい。    
 ⼤会開催時に感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、は
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⼈数上限１ ０，０００⼈かつ収容率の上限を１００％とし、さらに、ワクチン・検
査パッケージ制度を適⽤した場合には、⼈数上限を収容定員まで容認されているこ
とから、⼤会主催者は感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けるよ
う⼼掛けて下さい。 

 ２）重点措置区域における取組等 
１）に準ずる他、感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、⼈
数上限２ ０，０００⼈かつ収容率の上限を１００％とする。さらに、ワクチン・検
査パッケージ制度を適⽤した場合には、⼈数上限を収容定員までとすることを可能
とする。また、それ以外の場合は、⼈数上限５，０００⼈かつ収容率の上限を５０％
（⼤声 あり）・１００％（⼤声なし）とする。なお、この場合、都道府県が定める様
式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・公表すると
されているので、⼤会主催者は都道府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載
したチェックリストを作成・公表するよう⼼掛けて下さい。 

３）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等   
感染防⽌安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、⼈数上限は 収容定
員までかつ収容率の上限を１００％とするとされているので、⼤会主催者は感染防
⽌安全計画を策定し都道府県の確認を受けるよう⼼掛けて下さい。 
それ以外の場合は、⼈数上限５，０００⼈⼜は収容定員５０％のいずれか⼤きい⽅、
かつ収容率の上限５０％（⼤声あり）・１００％（⼤声なし）とする。 なお、この場
合、都道府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリストを主催
者等が作成・公表することとするとされているので、⼤会主催者は都道府県が定める
様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリストを作成し、公表するよう⼼掛
けて下さい。 

 
【JPA感染予防の基本⽅針】 
１． 選⼿、補助員、会場進⾏係、審判、陪審員等会場に⼊場する全ての⼈はマスクを着⽤

し、⼿洗い及び⼿指消毒をこまめに⾏ってください。但し、ウォームアップ中、試技
中の選⼿においては可能な範囲で着⽤すること。  

２． 会場来場者（セコンド・観客含む）は以下のような事例があった場合は参加を⾒合わ
せて下さい。  
a. 体調がよくない場合 （37.5度以上の発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
b. 同居家族や⾝近な知⼈に新型コロナウィルス感染が疑われる⽅がいる、若しくは

感染が疑われる⼈と接触した場合  
c. 過去 14 ⽇以内に政府から⼊国制限、⼊国後の観察期間を必要とされている国、地

域等への渡航⼜は当該者と濃厚接触がある場合 
3． 会場来場者（セコンド・観客含む）全ての⼈へ禁煙を推奨します。 
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【平常時のガイドライン】 
JPA 感染予防の基本⽅針に従い、マスク着⽤、検温、⼿指消毒、換気を実施してください。 
 
【まん延防⽌区域に設定された場合のガイドライン】 
（まん延防⽌区域に設定されたエリアから選⼿等が参加する場合は本ガイドラインを適⽤
する） 
１．⼤会会場 
（１）⼊場時に検温および⼿のアルコール消毒及を⾏い、当⽇の体調を問診票等で報告して

ください(保健所報告⽤に名簿等に記録を残す)。  
（２）⼿でドアノブに触れないで良い様に会場のドアは開放しておいてください。 
（３）会場⼊場者にワクチン・検査パッケージ制度を適⽤できる場合には、体育館収容定員

の１００％まで⼊場できることとし、それ以外の場合は役員・補助員及び選⼿１名に
対しセコンド１名まで⼊場できることとして運営してください。 

（４）ソーシャルディスタンスを保つよう掲⽰を⾏ってください。 
（５）役員席、放送係席は、⼈の間隔を２ｍ程度開けてください。困難な場合は、臨席を段

ボール、ビニール幕等で間仕切りして⾶沫を浴びないよう対応してください。 
（６）重量申請カードを使⽤する場合は、記⼊後速やか にビニール袋などに⼊れ廃棄して

ください。 
（７）セコンドは選⼿１名に対し上限１名までとしてください。可能な限りセコンド⼈数は

削減してください。 
（８）⼤声での声援・応援は禁⽌してください 
（９）会場内での補⾷は禁⽌してください 
（１０）役員等の⾷事場所はパーテーションで区切り換気を徹底してください。対策が困難

であれば屋外としてください。 
（１１）試合後の会⾷等をしないよう呼びかけてください 
 
２．検量室 
（１）男⼥とも三密となる状況で検量を⾏わないようにしてください。部屋を使う場合は換

気に配慮してください。 
（２）ソーシャルディスタンスを保ち、検量所やコスチュームチェック時の整列は検量する

選⼿のみとしてください。  
（３）秤は都度消毒⽤アルコールで拭いてください。消毒⽤アルコールが⼿に⼊らない場合

には次亜塩素 酸ナトリウム 0.05%液（ハイターあるいはキッチンハイターで良い）
で拭いてください。 

※次亜塩素酸ナトリウム 0.05%液作成法：ハイターあるいはキッチンハイターは次亜塩
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素酸濃度が５％なの で、１リットルの⽔に１０ミリリットルを加え混ぜてください。 
※原液を⽬や⼝に⼊れない。古いものは濃度が低減しており効果が⾒込めないため使わ
ないでください。  

 
３．ウォーミングアップ場 
（１）⼗分な広さを確保し、密集しないようにしてください。  
（２）器具（プレートやシャフト）は都度消毒⽤アルコールで拭いてください。消毒⽤アル

コールが ⼿に⼊らない場合は次亜塩素酸ナトリウム 0.05%液で拭いてください。プ
レート付け替えおよびシャフトクリーニングの専⾨の補助員を置くことが望ましい。  

（３）次の競技の順番を待つ選⼿のみウォーミングアップできるようにしてください。  
① 順番を待つ選⼿の間隔は出来るだけ２ｍ程度空けてください。   
② セコンドが必要な場合は、順番待ち３⼈前の選⼿とセコンドのみアップ会場に⼊

り、ウォーミングアップを終えたら速やかにアップ場から退場してください。  
（４）選⼿も可能な限りマスクを着⽤してください。 
 
４．競技ルール 

会場や交通の利⽤時間制約に応じて、以下の特別ルールを採⽤することができる。  
・会場が広く三密を避けられる条件が整えば、１５名以上のラウンドグループを形成する

ことができる。なお、この適⽤には技術委員⻑への事前申請を要する。 
 
５．競技中： 
（１）選⼿から⼿渡された重量申請カードを扱う役員はディスポの⼿袋を着⽤してくださ

い。 
（２）主審はフェイスシールドを着⽤し、号令をかける際に⾶沫が⾶び散らないようにして

ください（マイクの使⽤が好ましい）。フェイスシールドの⼊⼿が困難な場合は、主審
と選⼿の間にビニール幕などを張って下さい。 

（３）補助員は滑り⽌め付き軍⼿を着⽤してください。ベンチプレスのセンター補助員はフ
ェイスシールドも着⽤してください。 

（４）補助員数は選⼿の安全を確保したうえで、可能な範囲で少なくしてください。 
（５）選⼿の待機場は出来るだけ２m 程度の間隔をもって座れるよう椅⼦を配置してくだ

さい。  
（６）シャフトは都度消毒⽤アルコールで拭いてください。消毒⽤アルコールが⼿に⼊らな

い場合は次亜塩素酸ナトリウム 0.05%液で拭いてください。  
（７）共⽤の粉末タンマグは使⽤せず、液体の滑り⽌めを選⼿各⾃で⽤意してください。液

体すべり⽌めは、コスチュームチェック時にチェックします。 
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【緊急事態宣⾔区域に設定された場合のガイドライン】 
まん延防⽌区域に設定された場合のガイドラインに加え、以下の内容を実施してください。 
１．⼤会会場 
（１）セコンド⼊場を禁⽌してください。ただし、フルギアの場合は選⼿１名に対してセコ

ンド１名まで可とします 
（２）観客⼊場を禁⽌してください 
（３）ラウンドグループ単位で会場の⼊場制限を⾏い、試技の時間帯以外の選⼿・補助員等

は速やかに退場させるなど会場の⼈⼝密度低減策を⾏ってください。 
※収容定員や制限規定にこだわらず、屋内⼈数を減少させてください。 

２．検量室 
・まん延防⽌区域に設定された場合のガイドラインに準ずる 

３．ウォーミングアップ場 
・セコンドの⼊場を禁⽌してください。ただし、フルギアの場合は選⼿１名に対してセ

コンド１名まで可とします 
※収容定員や制限規定にこだわらず、屋内⼈数を減少させてください。 

４．競技ルール 
・まん延防⽌区域に設定された場合のガイドラインに準ずる 

５．競技中 
・まん延防⽌区域に設定された場合のガイドラインに準ずる 

※国の指針では、感染が急速に拡⼤し、医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等におい
ては、政府・都道府県等の判断で、 ワクチン・検査パッケージ制度等を適⽤せず、強い⾏
動制限を要請することとされています。⼤会運営は政府・都道府県等の⾏政の指⽰に従う
こととします。 
 
＜附則＞ 
１．このガイドラインは令和２年５⽉３０⽇に制定し、同⽇より施⾏する。 
２．令和２年１２⽉１⽇改訂し、同⽇より施⾏する。 
３．令和３年１２⽉４⽇改訂し、令和４年１⽉１⽇より施⾏する。 
 


